
「現代西洋社会正義理論と批判」(荒木勝論文)要約

　　　
　　　　　　

　　　　　　　Ｊ.ベンサム　Ｊ.Ｓ.ミル　

△市民間の格差を、快楽と苦痛の量的還元によって、
　最大多数の最大幸福を追求しようとする

△市民間の格差の質的側面を覆い隠し、市民の個別的
　な固有権利を無視する論理を内包する

人間にとって善なるものが人間の意思を通じて追求される
　　→　契約論的、主意主義論的正議論

　　　目的自体の｢重層性｣　　　　主意主義的ヴォランタリステックな目的論的正議論　　　人間の知性と意志の二重性　　　

　　　　　　　M.サンデル、A.マッキンタイヤー　　　物語的正議論

　　各種の共同体がもつ固有の目的を重視する目的論的視点から個人の役割を規定する
　　　　　→　アリストテレスの目的論的社会理解に基づく正議論の復権を目指す

①共通善の復権がアメリカの正義の実現にとって決定的

②しかしながら　共通善の呼びかけは、個人の内在的意志の展開とは結びつかない
③そこで　物語的存在 narrative being としての人間理解を求める
　→特定の個人は　自分の置かれた社会的位置や社会的伝統のなかで形成された物語の
　　なかで、その物語の解釈における選択行為を行う

④この物語の根本的前提は、所与のものとして前提される　　
　→　歴史的伝統　または　基本的な道徳的命題としての当該共同体の本質的目的
　　　
　基本的な共同体の存続に関る連帯は、合意や契約の関与することのない所与

　サンデル批判/疑義　　　　　アーレント批判

昨今の「正義｣を巡る論調　　　アメリカ社会の実情

Ｍ．サンデル｢正議論｣の大きな反響　　　正義を巡る一般人の関心の高さ/正義を巡る問題の顕在化

富の偏在/途方も無い富の格差の拡大
　

市民間の連帯意識の急速な解体

傭兵的軍事制度の蔓延
　

共和制国家の平等性/市民的徳の後退

生命倫理を巡る新しい事態の進展
　

市民的秩序の根幹を揺るがす事態

　　　
　　　　　　

プラトン『国家論』
｢各人にそれにふさわしい
ものを返すこと｣

ユスチニアヌス『法学提要』
｢各人に各人のものを与えん
とする永続的･持続的意思｣

アリストテレス

＜比例的配分＞

　各人　→　平等者？/不平等者？　→　人間の平等感　　コミュニズム

・・・のもの/帰属する　→　所有論　→　私的所有/所有の正当化

　もの　→　等質性/異質性　→　商品の価値論　　
　　　　　　配分の基準　→　功利主義の根源　　　　　　　　

与える　→　配分の方法/意思
　
〈縦の正義論〉
　　ヘブライ思想の伝統
〈横の正義論〉
　　民主主義/共和主義

　｢正義論｣を巡る西洋思想の大きな伝統と主な論点

現代西洋｢正義論｣の潮流〈Ⅰ〉功利主義的思考 　現代西洋｢正義論｣の潮流　〈Ⅱ〉社会契約論的正義観

　　　　E.カント

△善は個人が普遍的で形式的な
　当為命題を為さんとする意志
　にしか存在しない

△あったとしても形式的･抽象的な
　社会契約という形でしか
　存在しない

　　　　　　　　　　　J.ロールズ
　＜アリストテレスの｢配分的正義｣を継承＞
　　　　但し　目的論的理論は全体主義的として否定
〈善の皮相的な定義〉
△原初状態における善はあくまでも個人の自己の便益追求の
　レベルにとどまる→　社会全体の善/共通善に昇華しえないもの
〈善の完全な定義〉
△善は個人の意思の対象であり、正義は、ベールに覆われた
　個人の合理的で形式的な選択での枠組みの合意　

現代西洋｢正義論｣の潮流　〈Ⅲ〉コミュニタリアン的正義観

　　　　　＜意志論＞　→　二重性

△根源的意志/ブーレーシス（Radical will/Wish）
　　→　究極的目的/テロスに関る

△選択的意志/プロアイレシス（Choice)
　　→　目的への｢達成手段｣に関る

　　　　　＜知性論＞　→　二重性

知性　･直知/ヌース　　＝
　　　　→直観的、
　　　　　対象の実有に分入る
　　　　　洞察知
　　　　
　　　･理性/ロゴス　　　　　　〈神的知性〉
　　　　→論理力、推理力　　〈嗅覚的感覚知〉

　荒木先生のサンデル批判（＋ H .アーレント批判）

　荒木先生のアリストテレス｢正義論｣理解　（サンデル、ロールズ｢正議論｣へのアンチテーゼ）

抽象的な個人の自由意志による
合理的選択に重きを置く

共同
体の
全体
的な
目的
が

個人
の自
由意
志と
両立
する
か

　　　　
△共通善が、当該の
　共同体の成員に
　内在的に合意されない
　ものであったら
　それを善と呼ぶこと
　はできないのでは？

　アリストテレスの
　善規定　目的規定に
　反しているのでは、、

　△行為の選択的自由/
　　　プロアイレシス

　眼前にある手段の
　選択的自由のみ意味する

　真に内面的な目的そのもの
　を選択する自律的な意志に
　ついては論及なし

目的ー善の重層的な把握
目的間選択の構造を把握せず

　△万物は、つねに運動しており、
　　それ固有の形相にしたがって
　　その形相の完成を達成するべき
　　固有の目的をもっている　

　・そのもの自体の完成目的という
　　意味での　<内在的目的>

　・世界全体の一定の秩序への
　　完成への関与という
　　意味での　<外的目的>

　　アリストテレスの目的論は
｢ものの本質に内在的な目的論｣
　　　　

予感知/マンテイア

お互いに何が正である
かを人々が知る
知的能力

 △予感知が働くことによって、人間は共同社会に入る前に、共通の正義の合意に到達する
 △根源的意志は、予感知によって知られた目的から出発して、自己の内面的対話や他者との対話を通じて、
 　目的間の選択を行い、その中から適正な目的を選択する　　

　家族も国家も、またこの世に存在するあらゆる共同社会にも、ある種の正が存在し、また同時に
　この正へのある種の予感知的な、根源的意志に支えられた合意が存在する　　　　　　　

・人間の行為の目的は、それがその行為の主体者によって意志され
　る時に善きものとされ目的に関する選択の対象となる　その際、
　この根源的意志は、予感知/直知と共同して人間や自然の自然本姓を、
　また人間社会の自然本姓的秩序を把握しようとする

〈アリストテレス｢正義論｣の骨格〉

　社会的絆を再構築すべく、成員間の連帯への呼びかけのまえに、
　　　　　　　　　予感知として確認されてきた共同の合意の存在を再確認/再定義する　　　　予感知としての合意を再度明確な自覚的認識に高めていく
　　　　　　　　　予感知の中で把握された市民間の目的理解の重なりを再度選択する　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈対面的空間、肌の触れ合う空間のなかでの議論の積み重ね〉

〈サンデル｢正義論｣への提言と今後の実践的方向性〉

/

△人間の意志は、個人的な自己の固有便益を
　求める善の追求と同時に他者の善を求める
△人間は個人の善志向と同時並行的に、
　正と友愛を指向する


